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1-（1） 経営計画と「デジタルアセット信託事業」の位置付け

1

1 背景・全体戦略

「安心・豊かな社会」を創り出す信託銀行
~社会・お客さまの課題を解決できるプロフェッショナル集団

新信託銀行目指す姿

成長戦略① 成長戦略② 成長戦略③

信託ビジネスのイノベーション 手数料ビジネスの拡大 AM・IS事業の強化

新中計：4つの戦略の柱 新中計：7つの重点事業戦略

デジタル化による変革

人財・働き方・カルチャーの変革

「コンサルティング

&ソリューション

ビジネス」強化

「信託ビジネスの

イノベーション」

への取り組み

デジタルアセット信託事業

MUFG一体での「信託バンキングモデル」発展1 2

3

4

1

ウェルスマネジメントビジネス戦略の推進2

資産金融ビジネスの拡大3

不動産総合ビジネスの拡大4

アセットマネジメント・インベスターサービス事業の増強5

クレジット投資・新領域投資の拡大による収益力多角化6

コンサルティングビジネスへの挑戦7

 2024年までの新中計・次期中計期間6年間で、“「安心・豊かな社会」を創り出す信託銀行”を志向

中長期成長戦略の4つの柱のうち、本件は「デジタル化による変革」の中核をなし、「信託ビジネスのイノベーション」を捕捉する
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1 背景・全体戦略

三菱UFJ信託銀行

デジタルアセット

信託事業

価値の移転・保存 付加価値の創出

既存

固有事業

伝統的資産

伝統的資産

デジタル資産

デジタル資産

拡
大

拡
大

拡
大

拡
大

Token（仮想通貨）

Personal
Data

Digital
Contents

Token（仮想通貨）

Personal
Data

Digital
Contents

金銭･債権

不動産

有価

証券

金銭･債権

不動産

有価

証券

媒介者

媒介者

媒介者 媒介者

伝統的資産の電子化

伝統的資産の電子化

日本政府が提唱する「Society5.0」においては、データ・デジタルアセットの本来所有者自らが当該財産を利活用し、1人1人の
ニーズに合った価値の保存・移転がなされる世界観が想定されている

三菱UFJ信託銀行は、信託機能によってこの「価値の保存・移転」を支え、社会的付加価値を創出していく

1-（2） 目指す世界観・事業目的
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2-（1） 三菱UFJ信託銀行が志向する情報銀行の類型

3

データ流通形態として、事業者主導で事業者間でデータを融通するCRMの世界観が主流（匿名化により個人同意取得不要）

一方対立概念として、データの本来持ち主は個人とし、個人起点でデータを流通させるVRMも台頭

当社は、VRMの世界観を前提に、個人が管理するにはハードルが高い領域を、情報銀行が仲介者として支援する形態を想定

事業者間データ流通（CRM）型 個人起点のデータ流通（VRM）型情報銀行･情報信託（仲介）型

企業A 企業B

匿名

Data

匿名

Data

Data

収集

附合契約

(認識外同意)

¥

匿名加工Data

広告

レコメンド

推測確度Up

個人A 個人A

個人A

Personal
Data

企業A

企業B

開示

許可分

Data

開示

許可分

Data

推測不要

推測不要

相対契約･個別開示

個人最適化

サービス

¥

相対契約･個別開示

個人最適化

サービス

¥

個人

管理

個人A

Personal
Data

情報銀行・情報信託

企業群

開示

許可分

Data

個別

開示
反映

推測不要

集約 個別指図

¥

個人最適化サービス

個人の認識外でデータが授受され、

望まない広告や的を外したレコメンドが氾濫する

個人がデータと開示先をコントロールできるが、

相対で契約できる数の限界や管理負担も生じる

個人が自らの意志に基づきデータを流通でき、

データ管理や開示先統制等は仲介者が支援する

個人主導事業者主導

2 スキーム Discussion Purpose Only



2-（2） スキーム概要
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2 スキーム

個人だけではパーソナルデータ（PD）を管理・運用する手段がなく、企業等にとっては広告・自社のみではPD取得機会や潜在
顧客への訴求力、既存顧客との関係構築力が不十分という課題を、個人同意の下PDを流通させることで解決する

個人がアプリをダウンロードし、当社を介して手元にPDを集約したうえ、PD提供オファー内容から自身で提供可否を判断できる

データ価値最大化・還元

個人 三菱UFJ信託銀行 データ利用者
データ集約1

データ管理

運用システム

5 データ開示通知パーソナル

データ

DPRIME（アプリ）

企業7 対価支払

データ保有者

研究機関

公共サービス

3

個別指図4

対価還元8

データ運用

対価（金銭）

生活の質を向上させる個人に最適化したサービス10

連携パーソナルデータを多角的に把捉

6

¥¥

可視化9

サービス提案

データ開示請求2
（個人の集約依頼起点）

データ流通基盤

データ流通履歴･対価計算基盤
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3-（1） 個人がパーソナルデータを自動集約する画面
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3 現時点のプロトタイプ Discussion Purpose Only

データ取得元の一括把握・連携データ選択が可能

deviseA



3-（2） 個人が手元に集約したデータを俯瞰する画面
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3 現時点のプロトタイプ

集約したあらゆるデータを多角的に可視化（身体、行動、資産･入出金、…and more）
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3-（3） 個人がデータを制御し、対価を得る画面
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3 現時点のプロトタイプ

パーソナルデータの運用先を指定 サービスを受領、又は運用実績を確認し出金
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3-（4） 可視化チャート例「ライフログ」
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3 現時点のプロトタイプ Discussion Purpose Only
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3-（5） 可視化チャート「身体データ」
3 現時点のプロトタイプ Discussion Purpose Only
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3-（5） 可視化チャート「身体データ」
3 現時点のプロトタイプ Discussion Purpose Only
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3-（6） 可視化チャート「金融データ」
3 現時点のプロトタイプ Discussion Purpose Only
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免責事項

 本資料は、ディスカッション用に作成されたものであり、三菱UFJ信託銀行の個別の商品、サービスを勧誘することを目的

としたものではありません。本ディスカッション或いは資料だけで契約が成立するものではありません。従って、当社はいか

なる種類の法的義務、或いは責任を負うものではありません。

 本資料は信頼できると思われる各種データ等に基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するも

のではありません。ここに示したすべての内容は、当社の現時点での判断を示しているに過ぎません。また、本資料に関連

して生じた一切の損害については、当社は責任を負いません。その他専門的知識に係る問題については、必ず貴社の弁

護士、税理士、公認会計士等の専門家にご相談の上ご確認ください。

 本資料は当社の著作物であり、著作権法により保護されております。当社の事前の承認なく、本資料の全部もしくは一部

を引用または複製、転送等により使用することを禁じます。

 商号等：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第33号

 加入している協会の名称：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会

本資料に関するお問い合わせ先

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

経営企画部 齊藤 達哉 03-6214-7925 tatsuya_saito@tr.mufg.jp


